返還債務免除施設及び免除に必要な期間
（平成１０年度貸与者）
	修学資金
の種類
	看護業務に従事する病院等
	当然免除となる

ための従事期間

	第１種
修学資金
	イ　医療法第1条の5第1項に規定する病院
	200床未満の病院
	３年間

	
	
	医療法第7条第1項又は第2項の規定に基づき許可を受けた病床数のうち精神病床数が占める割合が80％以上の病院及び医療法21条第1項ただし書の規定に基づき許可を受けた特例許可老人病院又は65歳以上の収容比率が60％以上の老人病院
	

	
	ロ　医療法第1条の5第2項に規定する診療所
ハ　児童福祉法第27条第2項に規定する児童福祉施設のうち重症心身障害児施設

二　児童福祉法第27条第2項に規定する国立療養所
ホ　保健所又は市町村（保健婦に限る。）
へ　母子保健法第22条第1項に規定する母子保健センター（助産婦に限る。）
ト　精神薄弱者福祉法第5条第1項に規定する精神薄弱者援護施設のうち心身障害者福祉協会法第17第1項に規定する福祉施設
	


（注）　第1種修学資金のイ～ヘについては、県内に所在するものに限る。
